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犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、住民の生命の保護及び負担の軽減を図ることを

目的として、土砂災害により居住家屋等について被害を受け、自力

で応急措置をとることが困難な者に対して予算の範囲内で交付する

犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金（以下「補助金」という。）

に関し、犬山市補助金等交付規則（昭和５６年規則第１０号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害 次のいずれかに該当する自然災害を原因として発生

したがけ崩れ、土石流及び地すべりをいう。

ア 最大２４時間雨量８０ｍｍ以上の降雨

イ 時間雨量２０ｍｍ以上の降雨

ウ 最大風速１５ｍ以上（１０分間平均）

エ 地震による災害

オ その他市長が特に認めるもの

(2) 居住家屋等 市内に存する建物であって、土砂災害発生時にお

いて現に居住している者があるもの及びその敷地をいう。

(3) 土砂等 土砂災害により崩落した土砂、石及び樹木をいう。

（要件）

第３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交

付するものとする。

(1) 土砂災害により居住家屋等に土砂等が流入したとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

（補助対象者）

第４条 補助金の交付対象者は、居住家屋等における土砂等の撤去、
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運搬及び処分（以下「応急復旧対策」という。）を行う者であっ

て、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 土砂災害が発生した土地の所有者

(2) 居住家屋等の居住者又は所有者

（補助金の額）

第５条 補助金の額は、応急復旧対策に係る費用（以下「補助対象経

費」という。）の額に２分の１を乗じた額（その額に１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とし、一の居住

家屋等につき２０万円を限度とする。

（交付申請）

第 ６ 条 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と する 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い

う。）は、第３条各号に掲げる事象が発生した日から３月以内に、

犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金交付申請書（様式第１。以下

「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。

(1) 居住家屋等の位置図

(2) 土砂災害の発生状況、規模等が確認できる写真

(3) 補助対象経費の額が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

２ 前項の申請は、原則として応急復旧対策に着手する前に行うもの

とする。

３ 第１項の申請は、一の応急復旧対策に対し、一の居住家屋等につ

き一回とする。

（交付決定）

第７条 市長は、前条第１項の申請書を受理したときは、速やかにそ

の内容を審査し、適当と認めるときは、犬山市土砂災害応急復旧対

策費補助金交付決定通知書（様式第２）により申請者に通知するも

のとする。

２ 市長は、前項の審査に当たり、必要に応じて居住家屋等の実態調

査を行うものとする。
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（変更申請）

第 ８ 条 前 条 第 １ 項 の 通 知 を 受 け た 者（ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と い

う。）が、補助対象経費の額を変更しようとするときは、犬山市土

砂災害応急復旧対策費補助金変更承認申請書（様式第３。以下「変

更申請書」という。）に変更後の補助対象経費の額が確認できる書

類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金変更承認

通知書（様式第４）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第９条 交付決定者は、応急復旧対策が完了したときは、犬山市土砂

災害応急復旧対策費補助金実績報告書兼交付請求書（様式第５。以

下「請求書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出す

るものとする。

(1) 補助対象経費の領収書の写し及び事業費内訳明細書

(2) 応急復旧対策の完了状況が確認できる写真

（補助金の交付）

第１０条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

（委任）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

１ この要綱は、平成２９年９月１２日から施行する。

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日前に第７条第１項の交付決定がされた事業については、同

日後もなおその効力を有する。

附 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で
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現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用

することができる。

附 則

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙

で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして

使用することができる。


